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　鹿児島に住み始めて半年以上経
ち、生活にはずいぶん慣れた。離
れた土地から来るとスーパーに

売っているものに違いがあって面白い。旅行なら焼酎銘柄の
充実ぶりに目が行ってしまいそうだが、住んでいると少し
違った発見がある。
　まず鳥刺し。これは本当に最高で、とりあえずこれだけで
も鹿児島に来てよかった。おいしくて高タンパク低脂質で罪
悪感はゼロ。食肉加工時の衛生管理にはずいぶん気を遣いそ
うだが、どこのスーパーでも普通に買えるとは恐れ入った。
さすが畜産王国は違う。
　また、鹿児島の人は「ぷるぷる」を好むようだ。夏場のと

ころてん、刺身こんにゃくの品揃えには相当の気合いを感じ
た。特にところてんは酢醤油、黒蜜、青じそとラインナップ
され、東京では考えられない売り場面積を占めていた。
　そうかと思うと、豆腐は固めが定番。「きぬ」と書いてある
豆腐が「絹ごし豆腐」ではなくて、実は固いのには驚いた（木
綿豆腐よりはちょっと柔らかい）。「きぬ」の豆腐パックの隅に
は「ソフト豆腐」と製品名が書いてあって、製法としては木綿
豆腐に近いらしい。まさか豆腐が固いとは想定外だったが、
昨今流行りの「やわらか、とろとろ、ふわふわ」食感の流れと
は一線を画しているようで、こういう豆腐文化もありだと思う。
　季節は移りゆき、食品売り場の商品も少しずつ変わってい
く。新しい鹿児島の発見が楽しみだ。



－ 2－

鹿 児 島 労 基令和７年12月１日（毎月１回１日発行） №806　昭和33年８月13日第３種郵便物認可

趣　旨
　年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事
故で過ごし、明るい新年を迎えることができるよう、事
業場等の取り組み促進を図る趣旨で、昭和46年から厚生
労働省の後援のもと中央労働災害防止協会が主唱する運
動で、本年で55回目を迎える。
　職場の安全と健康を確保するためには、経営者、労働
者が一丸となって安全衛生活動を推進し、災害のない職
場環境を整えるためにも、一つひとつの作業を丁寧に確
認し、次の作業に備えること、そして体調管理を万全に
し、無理をしないことが大切である。
　令和６年の労働災害（新型コロナウイルス感染症の
り患による労働災害を除く）による死亡者数は746人
と過去最少だったものの、休業４日以上の死傷者数は
135,718人となり、４年連続で増加となった。そのうち
60歳以上の高齢者の割合は30.0％となっており依然とし
て増加傾向にある。
　本年８月末までの労働災害発生状況をみると、前年同
期に比べて休業４日以上の死傷者数は、全体で1.4％減
少しているが、依然として増加している業種および事故
もある。業種別では、商業で3.8％、保健衛生業で3.0％
増加している。また事故の型別では、「転倒」で6.5％増
加しており、死亡災害の事故の型別では「交通事故（道
路）」が19.6％増加している。
　こうした状況の中で、特に年末年始は大掃除や機械設
備の保守点検・再稼働等の作業が多くなるほか、物流等
の増加に伴う交通・荷役作業時の災害、積雪や凍結によ
る転倒等の危険が増す。また、多忙による焦りや疲労か
らミスやエラーが起こりやすくなる。そのため各事業場
においては、非定常作業における安全確認の徹底、作業
前点検の実施、作業手順や交通ルールの遵守、安全衛生
保護具の点検の実施が一層重要となる。また転倒・腰痛
災害予防のため、身体機能の維持向上のための取り組み
や、感染症予防を含めた労働者の健康管理にも全員で取
り組むことが大切である。
　自身の安全・健康の確保はもちろん、周囲の仲間とも
声を掛け合って、皆で力を合わせて無事に一年を無災害
で締めくくり、新年を明るい笑顔でスタートできるよう、
本年度の年末年始無災害運動を展開する。

主唱者の実施事項
⑴　機関誌、ホームページ等を通じての広報
⑵　報道機関等を通じての周知
⑶　リーフレット等の制作および配布
⑷�　小冊子、ポスター、のぼり、デジタルコンテンツ等
の頒布・配信

事業場の実施事項
⑴　年末年始に実施する事項
　①　経営トップによる安全衛生方針の決意表明
　②　安全衛生パトロールの実施
　③　機械設備に係る一斉検査および作業前点検の実施

　④　年末時期の大掃除等を契機とした５Ｓの徹底、掲
示や旗の掲げ替え

　⑤　年始時期の作業再開時の安全確認の徹底
　⑥　年末年始無災害運動用ポスター、のぼり等の掲示
⑵　年末年始に実施状況を確認する事項
　①　ＫＹ（危険予知）活動を活用した非定常作業にお
ける労働災害防止対策の徹底

　②　安全保護具・労働衛生保護具、安全標識・表示等
の点検と整備・更新

　③　化学物質のリスクアセスメントの実施を含めた化
学物質管理の徹底

　④　転倒、墜落・転落、はさまれ・巻き込まれ災害防
止や腰痛予防対策の徹底

　⑤　火気の点検、確認など火気管理の徹底
　⑥　交通労働災害防止対策の推進
　⑦　働く全ての人が過重労働をしない・させない職場
環境づくり

　⑧　高年齢労働者を含めた身体機能の維持向上のため
の健康づくり、健康的な生活習慣（睡眠、食事、運
動等）に関する健康指導などの実施

　⑨　感染症拡大防止対策の徹底
　⑩　職場のハラスメント防止につながる取り組みの推進
　⑪　自然災害等に伴う復旧・復興工事等における労働
災害防止対策の推進

　⑫　安全衛生旗の掲揚、その他安全衛生意識高揚のた
めの活動の実施

令和７年度

年末年始無災害運動
年末年始無災害運動標語

「年末」感謝の総点検 「年始」も笑顔で 無事故の発進
実施期間：令和７年12月１日～令和８年１月15日

主唱者：中央労働災害防止協会　後援：厚生労働省

全ての働く人々に安全・健康を ～Safe Work , Safe Life ～ 中央労働災害防止協会 （中災防）

お問い合わせは総務部 広報課まで

〒108-0014 東京都港区芝5-35-2
【TEL】03-3452-6449【E-mail】koho@jisha.or.jp

令和7年度 年末年始無災害運動実施要領

主唱：中央労働災害防止協会
後援：厚生労働省

年末年始年末年始

無災害
運動
無災害
運動

2025

12/1
2026

1/15

令和7年度
年末年始無災害運動標語

「年末」感謝の総点検
「年始」も笑顔で
無事故の発進

年末年始無災害運動は、働く人たちが年末年始を無事故で過ごし、
明るい新年を迎えることができるようにという趣旨で、

昭和46年から厚生労働省の後援のもと
中央労働災害防止協会が主唱する運動で、本年で55回目を迎えます。

中災防 年末年始特設サイトはこちら
中災防では、特設サイトにて年末年始無災害運動の情報を公開しています
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　本年度の鹿児島労働安全衛生大会は、10月31日、川商ホール（鹿児島市民文化ホー
ル）において鹿児島労働局主唱のもと、県内の各労働災害防止団体等が主催し、鹿
児島県、鹿児島市、南日本新聞社の後援を頂き開催しました。
　大会には、県内事業場の事業者、労務・安全衛生担当者、行政機関等から約340
人の参加があり、開会に先立ち、労働災害により尊い命を亡くされた方々への黙と
うを行いました。
　この後、大津学大会会長が、主催者を代表して「今年の大会は労働災害の撲滅と
快適職場の実現を願って開催しました。働く人々の安全と健康の確保は最優先課題
であり経営トップの強い意識が重要である」と挨拶をしました。
　また、今一度各職場においてリスクアセスメントやＫＹ活動、４Ｓの徹底など労
働災害の撲滅に向けた防止対策の再確認をお願いしました。
　続いて、永野和則労働局長から労働災害の防止を願う挨拶があり、また、来賓と
してお越し頂いた塩田康一鹿児島県知事、鹿児島市長、県経営者協会会長、日本労
働組合総連合会鹿児島県連合会長様より、本大会に寄せてご祝辞を頂きました。
　その後、アーバン・ウェルネス・クラブ　エルグの健康運動指導員によるストレッ
チ体操を全員参加で行いました。
　特別講演では、鹿児島純心大学名誉教授の德永龍子先生による「健康で安全な人
生を手に入れる労働衛生　～職場で実践できる健康管理のポイント～」と題し、特
別講演が行われました。
　德永先生は、「従業員の健康は経営資源、健康に働く人財で生産性向上・業務効
率が向上し、企業経営にもプラスになります。」と述べられました。
また、労働衛生の３段階の備えについて
　①健康な生活習慣で病気や労働災害の予防
　②�健康診査、安全環境整備と確実実践で所見を早期発見し治療して両立支援で生
活の維持継続

　③危機事態への準備、学び、実践など
とも述べられ、健康経営について貴重なお話を聴くことができました。
　最後に、本日の大会を契機に、働くすべての人々の安全と健康を守り、より良い
快適な職場環境を築くため、労使協力して全力を尽くすことを誓い、大会宣言が力
強く読み上げられました。
　大会宣言は、満場一致で採択され、無事大会を終了することができました。

令和７年度　　　　　　　　　　　　　　
鹿児島労働安全衛生大会が開催されました

（公社）鹿児島県労働基準協会　　

大津学大会会長挨拶

永野和則鹿児島労働局長挨拶

全員参加のもとエルグ指導員による
ストレッチ体操

講演中の德永龍子先生

大会風景



－ 5－

鹿 児 島 労 基令和７年12月１日（毎月１回１日発行） №806　昭和33年８月13日第３種郵便物認可

　本年も、年末年始無災害運動が、令和
７年12月１日から令和８年１月15日ま
で、「年末」感謝の総点検「年始」も笑
顔で無事故の発進を運動標語として、全
国的に展開されます。
　当協会では、無災害運動を通じて安全
衛生意識高揚を高めるため、中災防用品
の販売を行うことにしていますので、ご
活用下さいますようご案内致します。
　併せて年末年始の無災害にむけて実
効ある取組みをお願い申し上げます。
　なお、用品等の問い合わせ・注文は、
最寄りの各支部へお願いします。

「令和７年度年末年始無災害運動」図書・用品のご案内
（公社）鹿児島県労働基準協会　

用品等の問合せ先

◇鹿児島支部
電　話　０９９－２２６－７４２７
ＦＡＸ　０９９－２２６－７４２９

◇川内支部
電　話　０９９６－２５－１３７７
ＦＡＸ　０９９６－４１－３９３６

◇鹿屋支部
電　話　０９９４－４０－９０５５
ＦＡＸ　０９９４－４０－９０５６

◇加治木支部
電　話　０９９５－６３－１０３０
ＦＡＸ　０９９５－６３－１０３０

◇加世田支部
電　話　０９９３－５８－２１８３
ＦＡＸ　０９９３－５８－２１８４

◇志布志支部
電　話　０９９－４７２－４８７７
ＦＡＸ　０９９－４７２－４８３３

◇大島支部
電　話　０９９７－５３－５４８７
ＦＡＸ　０９９７－５３－６２７０

◇種子島支部
電　話　０９９７－２２－２７３６
ＦＡＸ　０９９７－２２－２７３１
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　鹿児島県における３つの特定（産業別）最低賃金のう
ち、「自動車（新車）小売業最低賃金」について、改正
審議が行われ、令和７年12月28日より62円引上げた時間
額1,048円に改正されます。
　改正されなかった「電子機械部品・デバイス・電子回路、
電気器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」及び「百
貨店，総合スーパー最低賃金」については、令和７年11
月１日より鹿児島県最低賃金である1,026円以上が適用
になりますのでご注意ください。

　当局ホームページでは、最低賃金についての一覧表や
時間額、日額、月額による最低賃金との比較方法など最
低賃金に関する資料を掲載しておりますので、ぜひご覧
ください。
　また、鹿児島働き方改革推進支援センター（Tel 
0120-380-436）では、働き方改革・賃金引上げに関する
ワンストップ相談を行っていますのでご利用ください。
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　鹿児島労働局は、令和７年12月１日（月）から令和８年１月30日（金）までの期間を「年末年始建設業一斉集中立
入調査実施期間」と位置づけて、鹿児島労働局と管内の５つの労働基準監督署において、建設現場に対する一斉立入
調査を実施します。
１　趣旨
　鹿児島県内の本年１月から10月までの労働災
害の発生状況をみると、全産業の死傷者数（休
業４日以上）は1,633人（コロナ除く、前年同
期1,648人）、死亡者数は９人（対前年同期比－
６人）となっています。
　建設業に着目すると死傷者数（コロナを除く
休業４日以上）は235人（対前年同期比－７人）
と減少、死亡者数も２人（対前年同期比－４人）
と減少しているものの、依然として重篤災害の
発生率が高い業種となっています。
　年末年始は慌ただしい時期であり、作業内容
や生活のリズムが変わる傾向にあることから、
建設業の労働災害が発生しやすい時期となっ
ています。
　以上のような状況から、鹿児島労働局では、
管内の労働基準監督署と一体となり、年末年始
における建設現場の労働災害を防止し、一層の
安全衛生水準の向上を図るため、建設業一斉集
中立入調査を実施するものです。

２　実施期間
　令和７年12月１日㈪～令和８年１月30日㈮

３　監督指導の重点
　死亡災害のリスクが高い「三大災害」の中で
も、墜落・転落災害、建設機械災害、土砂崩壊
災害の発生するおそれのある現場に対して次
の事項を重点的に指導することとしています。
＜墜落・転落災害の防止対策＞
　足場の組立て等による安全な作業床の設置、
足場の組立て等作業主任者の選任、要求性能墜
落制止用器具の使用、開口部等への囲い・手す
りの設置等
＜建設機械災害の防止対策＞
　有資格者による運転、作業半径内の立入禁
止、安全な運行経路の確保等
＜土砂崩壊災害の防止対策＞
　掘削箇所の事前調査、適切な勾配の確保、土止め支保工の設置、地山の掘削作業主任者の選任等

年末年始建設業一斉集中立入調査の実施について
鹿児島労働局監督課　

労働災害発生状況（建設業）

死亡災害の推移

令和６年・７年　業種別死傷災害発生状況（10月末・速報値）

業　種 令和７年 令和６年 増減
死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

全　産　業 1,633 9 1,648 15 － 15 － 6 
建　設　業 235 2 242 6 － 7 － 4 
土木工事業 86 2 89 5 －3 － 3 
建築工事業 109 0 112 1 － 3 － 1 
その他の建設業 40 0 41 0 － 1 0 

＊上記には、新型コロナウイルス感染症り患者を除いている。

※3年～６年は新型コロナウイルス感染症り患者を除いている。
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はじめに
　建設現場や物流、工場など、私たちの生活を支える多
くの現場で移動式クレーンは活躍しています。しかし、
その利便性の裏側には、重大な労働災害を引き起こすリ
スクが潜んでいます。労働災害を防ぐためには法令遵守
はもちろんのこと、現場におけるリスクアセスメントや
安全教育を徹底することが重要です。
　今回は、移動式クレーン作業で発生した労働災害につ
いてお話します。

災害事例
事例１：作業ヤードで車両積載形トラッククレーン（所
謂「ユニック車」）を用いて、鉄骨の玉掛作業を行って
いた被災者は、鉄骨を吊り上げた状態でジブを旋回した
際、アウトリ
ガーを張り出
していなかっ
たため、車両
が転倒し、被
災者は地面と
車両の間に挟
まれた。（業
種：その他の
建設業／被災
状況：死亡）

事例２：トラッククレーンを用いて鋼管を荷積みする作
業を行っていた被災者は、鋼管の左右の先端にある玉掛
用金具にフックを引っ掛ける方法で玉掛けをしたが、ワ
イヤロープの長さが短かかったため、２本のワイヤロー
プがなすつり角度は120度余りとなっていた。
　トラッククレーンを運転し荷をつり上げて施回したと
ころ、荷のつり上げ方が足りなかったため、障害物に当
たりそうになり、急いでジブを上昇させた途端、ワイヤ
ロープが切
断し、鋼管
が 落 下 し
た。このと
き荷の下に
いた被災者
に鋼管が激
突し被災し
た。（業種：
一般貨物自
動車運送業
／ 被 災 状
況：死亡）

再発防止対策
　事例１では、アウトリガーを最大まで張り出していな

いこと、定格荷重を超える重量の荷を吊ってしまったこ
とが原因として挙げられます。法令上、アウトリガーを
有する移動式クレーンで作業を行うときは、アウトリ
ガーを最大限に張り出さなければならないことが明記さ
れており、最大限に張り出すことができない場合は、ア
ウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重
を確実に下回る荷のみをつり上げる必要があります。移
動式クレーンを使用して作業を行うときは基本的にアウ
トリガーを最大限張り出し、荷の質量及び定格荷重を確
認して、移動式クレーンの定格荷重を超えないことを徹
底してください。また、あらかじめ地形や荷の重量、使
用する移動式クレーンの能力などを考慮した計画を立て
る必要があることにも注意が必要です。
　事例２では、ワイヤロープのつり角度が大きくなるこ
とによりワイヤロープにかかる張力が増大して切断して
しまったこと、つり上げた荷の下に作業者を立ち入らせ
たことが原因として挙げられます。吊り上げた荷の重さ
は、ワイヤロープの切断荷重より軽く、それを理解して
いた作業員もワイヤロープに問題はないと考え作業を
行っていました。しかし、ワイヤロープにかかる張力は
単純な荷の重さのみではなく、ワイヤロープのつり角度
が増すほど張力が増大してしまいます。実際の作業では、
使用したワイヤロープの長さが短かったため、ワイヤ
ロープのつり角度が120度余りと大きくなり、本来のつ
り荷の重さの約２倍程度の張力がワイヤロープにかかっ
てしまい、ワイヤロープの切断荷重を超えて切断し、災
害につながったと考えられます。法令上、玉掛用具には
安全係数というものがあります。玉掛け用ワイヤロープ
の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイ
ヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とされてお
り、安全係数が６以上となるワイヤロープを使用する必
要があります。このため、単純につり荷が切断荷重を下
回っているからといって安直に玉掛用具を使用してはな
りません。これらを踏まえ、玉掛作業を行うときは、つ
り角度が60度程度となるよう玉掛用具を選定するととも
に、安全係数が法令で定められた値以上となっている玉
掛用具を使用してください。
　また、玉掛用具の安全係数を遵守したとしても強風や
障害物等その他の理由により、つり荷が落下する可能性
はあります。作業者全員が、クレーン作業の危険性を理
解している必要があるため、定期的にリスクアセスメン
トを実施し、潜在的な危険要因を洗い出し、対策を講じ
ることが災害防止につながります。これらを踏まえ、つ
り荷の下に作業者が立ち入らないよう作業手順書の作成
やリスクアセスメントの実施と安全教育の徹底に努めま
しょう。

おわりに
　移動式クレーン作業による災害を未然に防ぐには、移
動式クレーンの特性、作業場所の状況、玉掛作業など吊
り荷を取り扱う際の危険性等を十分に精査した上で、事
前に作業計画を策定し、その計画に基づいた作業を行う
ことが肝要です。また、作業時の安全を確保するために
は、作業者一人ひとりが持つ安全意識とその行動も大変
重要となります。
　過去の災害事例から学び、適切な知識と技術をもって
作業に臨むことが、労働災害ゼロを目指す第一歩になる
のではないでしょうか。

災害に学ぶ
移動式クレーン作業における

労働災害について
鹿児島労働局健康安全課

（出典：職場のあんぜんサイト）

（出典：職場のあんぜんサイト）
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1,633 9 1,648 15 -15 -6 -0.9% -40.0%
316 1 289 4 27 -3 9.3% -75.0%
190 188 3 2 -3 1.1% -100.0%

17 1 18 -1 1 -5.6%
14 12 1 2 -1 16.7% -100.0%

18 16 2 12.5%
25 27 -2 -7.4%
52 28 24 85.7%

6 1 5 500.0%
235 2 242 6 -7 -4 -2.9% -66.7%

86 2 89 5 -3 -3 -3.4% -60.0%
109 112 1 -3 -1 -2.7% -100.0%

40 41 -1 -2.4%
166 1 156 1 10 6.4%

2 1 1 100.0%
16 1 13 3 1 23.1%

147 142 1 5 -1 3.5% -100.0%

1 1 #VALUE!
10 19 1 -9 -1 -47.4% -100.0%

7 -7 -100.0%
10 12 1 -2 -1 -16.7% -100.0%

84 2 87 2 -3 -3.4%
49 1 46 1 3 6.5%
35 1 41 1 -6 -14.6%
59 93 -34 -36.6%

220 1 208 12 1 5.8%
30 38 -8 -21.1%

169 1 155 14 1 9.0%
2 2 #VALUE!

19 15 4 26.7%
14 12 2 16.7%
23 17 6 35.3%
13 9 4 44.4%

281 278 3 1.1%
118 105 13 12.4%
157 166 -9 -5.4%

6 7 -1 -14.3%
84 91 -7 -7.7%
22 23 -1 -4.3%
43 49 -6 -12.2%
19 19

122 2 146 1 -24 1 -16.4% 100.0%
#VALUE!

68 2 77 -9 2 -11.7%
2 -2 -100.0%

54 67 1 -13 -1 -19.4% -100.0%

147 149 1 -2 -1 -1.3% -100.0%

757 3 761 1 -4 2 -0.5% 200.0%

業種別死傷災害発生状況
（令和７年10月末）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島労働局

　業種　　　         　　　　年
令和７年 令和６年

対前年

増減数 増減率

死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数 死傷者数 死亡者数

    全産業
１　製造業

１　食料品製造業
４　木材・木製品製造業
９　窯業土石製品製造業
11～12　金属製品製造業
13～15　機械機具製造業
上記以外の製造業

２　鉱業
３　建設業

１　土木工事業
２　建築工事業
３　その他の建設業

７　畜産・水産業

４　運輸交通業
１　鉄道・航空機業
２　道路旅客運送業
３　道路貨物運送業
４　その他の運輸交通業

５　貨物取扱業
１　陸上貨物取扱業
２　港湾運送業

６　農林業
１　農業
２　林業

３　その他の保健衛生業

８　商業
１　卸売業
２　小売業
３　理美容業
４　その他の商業

９　金融・広告業
11　通信業
12　教育・研究業
13　保健衛生業

１　医療保健業
２　社会福祉施設

陸上貨物運送事業（４－３・５－１）

第三次産業（８～17）

①　死傷者数は、労働者死傷病報告のうち休業見込み日数が４日以上の災害によるもので、死亡者を含みます。
②　死亡者数は、各労働基準監督署の調査等により把握したもので、労働者死傷病報告が未提出の場合もあります。
③　下段の陸上貨物運送事業（４－３・５－１）及び第三次産業（８～17）は、別計。
④　死傷者数、死亡者数ともに新型コロナウイルス感染症り患者を除く。

14　接客娯楽業
１　旅館業
２　飲食店
３　その他の接客娯楽業

上記以外の事業 
10　映画・演劇業
15　清掃・と畜業
16　官公署
17　その他の事業

令和７年10月末　業種別死傷災害発生状況
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県内の雇用失業情勢について
鹿児島労働局職業安定課

【令和７年９月分】
　県内有効求人倍率　　　　1.05倍（前月比0.02P減少）
　全国平均有効求人倍率　　1.20倍（前月と同水準）

　県内正社員有効求人倍率　1.02倍（前年同月比0.02P減）
　全国正社員有効求人倍率　1.00倍（前年同月比0.01P減）

※��　県内の雇用失業情勢は、求人が求職を上回っているも
のの、求人が減少しています。物価上昇等が雇用に与え
る影響について、引き続き今後の動向を注視してまいり
ます。
　�　当局においては、職業訓練等を通じたキャリア形成の
促進や人手不足が特に顕著な分野におけるマッチングの
支援など、必要な対策に取り組んでまいります。

　採用した労働者について、「複数の職業紹介事業者から成功報酬（手数料）を請求された」「ハローワーク経由で採用し
た場合にも請求を受けた」、あるいはインターネット等の求人広告に無料掲載した後に、一定期間経過後に自動で有料掲
載に移行し、多額の広告料金を請求されたといったケースが発生しています。
　このようなトラブルを防ぐため、労働者の採用記録（採用経路やどこの事業者から紹介を受け採用することになったか
等）を残しておくことや、事前に広告料金の発生条件、掲載期間、無料掲載期間経過後の料金、解約方法等について書面
で求め、契約内容をよく確認のうえ利用するよう注意してください。

詳細は鹿児島労働局のＨＰをご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken/oshirase/2025-0917-1.html

ご相談・お問い合わせは、 需給調整事業室（☎099-803-7111）まで

民間人材サービスの利用にあたって
鹿児島労働局需給調整事業室

特定求職者雇用開発助成金の支給申請
には賃金台帳の提出が必須です

鹿児島労働局職業対策課

　特定求職者雇用開発助成金の支給申請をする
際には、添付書類として賃金台帳の提出が必要
です。令和８年４月以降の申請分からは、賃金
台帳の提出が確認できない場合（賃金台帳の記
載項目が不足している場合を含む）は不支給と
なりますのでご注意ください。
　適正かつ速やかな審査のため、ご理解とご協
力をお願いします。

●賃金台帳とは
・労働基準法第108条で定められた法定帳簿
・�労働者の最後の賃金を記入した日から５年間
保存
・記載項目
　○氏名　○賃金計算期間　○労働日数
　○労働時間数　○時間外労働の労働時間数
　○休日労働・深夜労働の労働時間数
　○基本給や手当等の種類とその金額　等

令和７年度鹿児島県労働災害防止研修会の開催について
（公社）鹿児島県労働基準協会

　令和７年度の労働災害防止研修会を下記により開催致します。
　本県における労働災害は、いまだに多くの方が被災されており更なる災害防止の取り組みが必要です。
　事業者におかれましては、令和８年度労働災害防止計画の参考となれば幸いです。
　この機会に是非ご参加下さいますようご案内致します。
　なお詳細な案内・申込み等は、本誌１月号に掲載の予定です。

　日　時：令和８年２月19日（木）13：30～
　場　所：鹿児島市国際交流センター 多目的ホール（鹿児島市加治屋町19-18）
　参加費：無料
　対象者：�事業所の事業者、労働安全衛生担当者、職長等　業種は問いません。
　内　容：�最近の安全衛生行政について、労働災害防止に関する講演等（予定）
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厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくり
を推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
その一環として、12月10日(水)13:30から、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオ
ンラインで開催します。
今回は、カスタマーハラスメントの防止措置が義務化されることを踏まえ、①改正法の説明、
②業界団体におけるカスタマーハラスメント対策の取組事例、③カスタマーハラスメント対策に取り
組んでいる企業によるパネルディスカッションを予定しています。
【申し込みURL：https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium】

鹿児島労働局雇用環境・均等部（室）
℡099-223-8239

事業主の皆さまへ（全企業が対象です）

令和７年６月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメン
トを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義
務となります！

（施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める日）

事例動画など役立つコンテンツを掲載

①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
②社会通念上許容される範囲を超えた言動により、③労働者の就業環境を害すること。

● カスタマーハラスメントとは、以下の３つの要素をすべて満たすものです。

カスタマーハラスメント対策の義務化

※ 自社の労働者が取引先等の他社の労働者に対してカスタマーハラスメントを行った場合、その取引先等の事業主が講じる
事実確認等の措置の実施に関して必要な協力が求められた際は、事業主はこれに応じるよう努めるものとされています。

※ カスタマーハラスメント対策を講ずる際には、当然ながら、消費者の権利等を阻害しないものでなければならず、また、
障害者差別解消法の合理的配慮の提供義務を遵守する必要があります。

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。
・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

求職者等に対するセクハラ対策の義務化
● 求職者等（就職活動中の学生やインターンシップ生等）に対しても、セクシュアルハラスメ
ントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

● 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示す予定です。

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発（例：面談等を行う際のルールをあらかじめ定めておくこと等）
・相談体制の整備・周知
・発生後の迅速かつ適切な対応（例：相談への対応、被害者への謝罪等）

いわゆる「就活セクハラ」

公布日：令和７年６月11日

12月はハラスメント撲滅月間です！
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化学物質管理者講習（取扱事業場向け） 詳細はホームページをご参照ください
https://www.kakikyo.or.jp/seminar/chemical

講習日 Web 申込期間 受講料テキスト代
（消費税込）

受講料 
納入期限 会場 受講対象者

1/20 12/3 ～ 5
非会員事業場
14,080円
会員事業場
12,980円

12/9 オロシティーホール
化学物質を取り扱う事業場等(製
造事業場を除く)で化学物質管理
者として職務を担う方

令和８年２月　講習開催のご案内（12月Web予約開始分）
鹿児島教習所実施分（鹿児島市七ツ島1-6-2）

問い合わせ・申込書取り寄せ先：本部
詳細はホームページをご参照ください
https://www.kakikyo.or.jp/seminar/

講　　習　　名 講 習 日 Web予約開始日 受講料テキスト代
（消費税込） 科目免除者又は受講資格

技
　
　
　
能
　
　
　
講
　
　
　
習

［普通自動車運転免許証等写し必要］
フ ォ ー ク リ フ ト 運 転

【全科目者】　
2/2～6

12/1

【全科目者】　　　　
会員　　　31,900円
一般　　　32,450円

【受講資格】
・普通自動車運転免許等所持者

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
　（カタピラ車限定を除く）

【科目免除者】
2/2～3

【科目免除者】　　　
会員　　　20,900円
一般　　　21,450円

［普通自動車運転免許証等写し必要］
高 所 作 業 車 運 転 2/9～10 12/8

【全科目者】　　　　
会員　　　37,290円
一般　　　37,730円

【受講資格】
・普通自動車運転免許等所持者

【科目免除者】
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者
・移動式クレーン運転士免許所持者

【科目免除者】　　　
会員　　　36,190円
一般　　　36,630円

有 機 溶 剤 作 業 主 任 者 2/12～13 12/8 会員　　　15,620円
一般　　　16,280円

車 両 系 建 設 機 械 運 転
（整地・運搬・積込み用及び掘削用）

【全科目者】　
2/16～20

12/15

【全科目者】　　　　
会員　　　77,990円
一般　　　78,430円

【科目免除者】
・大型特殊自動車運転免許所持者
・不整地運搬車運転技能講習修了者
・小型車両系（整地等）運転特別
教育修了後３ケ月以上の従事
経験者

【科目免除者】
2/16～17

【科目免除者】　　　
会員　　　39,490円
一般　　　39,930円

玉 掛 け 2/16～18 12/15

【全科目者】　　　　
会員　　　22,990円
一般　　　23,430円

【科目免除者】
・小型移動式クレーン運転技能講習修了者
・床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・クレーン・デリック運転士免許所持者
・移動式クレーン運転士免許所持者
・揚貨装置運転士免許所持者

【科目免除者】　　　
会員　　　20,790円
一般　　　21,230円

酸素欠乏･硫化水素危険
作　 業　 主　 任　 者 2/18～20 12/15 会員　　　21,340円

一般　　　22,110円

床上操作式クレーン運転 2/24～26 12/22

【全科目者】　　　　
会員　　　31,900円
一般　　　32,450円

【科目免除者】
・玉掛け技能講習修了者
・小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習修了者
・移動式ｸﾚｰﾝ運転士免許所持者
・揚貨装置運転士免許所持者

【科目免除者】　　　
会員　　　29,700円
一般　　　30,250円

石 綿 作 業 主 任 者 2/26～27 12/22 会員　　　15,620円
一般　　　16,280円

特
別
教
育

フ ル ハ ー ネ ス 型
墜 落 静 止 用 器 具 2/2 12/1 会員　　　10,725円

一般　　　11,825円
研削といし(自由研削用） 2/5 12/1 会員　　　11,220円

一般　　　12,320円
ロ ー ラ ー 運 転 2/12～13 12/8 会員　　　17,160円

一般　　　20,460円
低 圧 電 気 取 扱 い 2/24～25 12/22 会員　　　16,170円

一般　　　19,470円

そ
の
他

安 全 衛 生 推 進 者 2/3～4 12/1 会員　　　13,090円
一般　　　13,530円 ※会場はオロシティーホールとなります。

安 全 管 理 者 選 任 時 研 修 2/9～10 12/8 会員　　　17,050円
一般　　　21,450円


